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(57)【要約】
【課題】床材の施工に施工業者が畳群の汚れ等に気遣い
する必要がなく、また、床材等の周囲部材の施工誤差が
あっても、畳群の再作成の必要がなく、畳群を畳敷設領
域に敷設することができる畳敷設方法を提供すること。
【解決手段】本畳敷設方法は、第１ないし第４の周囲部
材１ａ～１ｄで周囲が囲まれる畳敷設領域に、複数の縁
無薄畳からなる畳群２Ａを敷設する畳敷設方法であって
、第１の周囲部材１ａの直線状の一辺を基準辺１ａ１と
なし、該基準辺１ａ１に養生シートｓ付きの畳群２Ａの
一辺２Ａ１を沿わせて畳群２Ａを配置する第１の工程と
、第１の周囲部材１ａと対向する第２の周囲部材１ｂを
、畳群２Ａを間にして第１の床材１ａ方向に押し込む第
２の工程と、第３、第４の床材１ｃ，１ｄを畳群２Ａを
間にして相手側に押し込む第３の工程と、畳群２Ａから
養生シートｓを剥離する第４の工程と、を有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１ないし第４の周囲部材で周囲が囲まれる畳敷設領域に、複数の縁無薄畳
からなる畳群を敷設する畳敷設方法であって、
　少なくとも前記第１の周囲部材の直線状の一辺を基準辺となし、該基準辺に養生シート
付きの畳群の任意の一辺を沿わせて当該畳群を配置する第１の工程と、
  前記第１の周囲部材と対向する第２の周囲部材を、前記畳群を間にして前記第１の周囲
部材方向に押し込む第２の工程と、
  前記第１および第２の周囲部材それぞれに隣接する第３および第４の周囲部材を前記畳
群を間にして相対的に相手側の周囲部材に押し込む第３の工程と、
  前記畳群から前記養生シートを剥離する第４の工程と、
  を有することを特徴とする畳敷設方法。
【請求項２】
　前記第１の工程が、前記第１の周囲部材の直線状の一辺を第１の基準辺とすると共に前
記第１の周囲部材に隣接する第３の周囲部材の直線状の一辺を第２の基準辺となし、前記
両第１、第２の周囲部材を直角に隣接配置した状態にして前記両基準辺に養生シート付き
の畳群の任意の隣接する二辺を沿わせて当該畳群を配置する工程である、
  請求項１に記載の畳敷設方法。
【請求項３】
　前記第１ないし第３の工程において、前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介
装する、
 請求項１または２に記載の畳敷設方法。
【請求項４】
　前記第１ないし第３の工程において、前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材の下
基材を介装する、
  請求項１または２に記載の畳敷設方法。
【請求項５】
　前記下基材を、座部と、前記座部の一端から起立された支持用縦辺部とを略Ｌ形状にな
したものとし、前記下基材の前記支持用縦辺部を前記各周囲部材と前記畳群との間に介装
すると共に、前記下基材の前記座部を前記畳群と床下地との間に介装する、
  請求項４に記載の畳敷設方法。
【請求項６】
　前記第１ないし第３の工程が、前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装する
工程であり、
　前記見切り材を、下基材と、上基材とで構成し、
　前記下基材は、一端側が前記畳群方向に水平に延びる座部と、前記座部の他端側から垂
直に起立された支持用縦辺部とを備えたものとし、
　前記上基材は、水平に張り出した張出し部と、前記張出し部から略垂直下方に延出され
た連結用縦辺部とを備えたものとし、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に前記見切り材を介装するに際しては、
　前記下基材の前記支持用縦辺部を前記各周囲部材と前記畳群との間に介装すると共に、
前記座部を前記畳群と床下地との間に介装する一方、
　前記上基材の前記連結用縦辺部を前記下基材の前記支持用縦辺部に連結すると共に、前
記上基材の前記張出し部により前記床材と前記畳群との隙間を隠す、
  請求項３に記載の畳敷設方法。
【請求項７】
　前記見切り材において、前記上基材の前記張出し部を、その両端部が前記周囲部材と前
記畳群との両方向に張り出させ、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装するに際しては、前記張出し部の両
端部を前記周囲部材と前記畳群との上面に跨らせることで、前記張出し部により前記周囲
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部材と前記畳群との隙間を隠す、請求項６に記載の畳敷設方法。
【請求項８】
　前記見切り材において、前記上基材の前記張出し部を、その一端側が前記周囲部材の方
向に張り出させ、前記張出し部の他端側に、前記畳群の方向である水平方向から垂直下方
向へ曲線状に下方に垂れ下がる円弧部分と、前記円弧部分から垂直下方に延びる垂直部分
とからなる外装用縦辺部とを備えさせ、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装して、前記外装用縦辺部の垂直部分
の外側面と、前記下基材の前記支持用縦辺部の外側面とが垂直方向において略一致させる
と共に、前記上基材の前記外装用縦辺部の前記円弧部分を前記畳群の端部に対応させる、
請求項６に記載の畳敷設方法。
【請求項９】
　前記見切り材において、前記下基材の前記座部の一端側に切欠きを設けると共に、前記
座部の前記一端側に、当該切欠きよりさらに前記一端部方向に、少なくとも前記床材と前
記見切り材との間の隙間に介装されるスペーサに相当する長さ相当分で延長して延長部分
を設け、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装し、前記床材と前記見切り材との間
の隙間があるときは、前記見切り材を前記切欠きのところで切断した前記延長部分をスペ
ーサとして前記隙間に介装する、請求項６に記載の畳敷設方法。
【請求項１０】
　前記周囲部材が床材である、
  請求項１ないし９のいずれか一項に記載の畳敷設方法。
【請求項１１】
　下基材と上基材とからなり、
　前記下基材は、一端側が水平方向に延びる座部と、前記座部の他端側から垂直に起立さ
れた支持用縦辺部とを有し、
　前記上基材は、一端側が水平方向に張り出した張出し部と、前記張出し部の他端側から
垂直下方に延出された連結用縦辺部とを備え、前記張出し部の他端側には、前記畳群方向
である水平一方向から垂直下方向へ曲線状に下方に垂れ下がる円弧部分と、前記円弧部分
から垂直下方に延びる垂直部分とからなる外装用縦辺部と有し、
　前記下基材と前記上基材は、前記下基材の前記支持用縦辺部と、前記上基材の前記連結
用縦辺部とで連結可能となっている、ことを特徴とする見切り材。
【請求項１２】
　前記下基材の前記座部の一端側に切欠きが形成されていると共に、前記座部の前記一端
側は、当該切欠きよりさらに前記水平一方向に、少なくとも前記床材と前記見切り材との
間の隙間に介装されるスペーサに相当する長さ相当分で延長された延長部分を有する、
  請求項１１に記載の見切り材。
【請求項１３】
　前記下基材の前記支持用縦辺部は、上向きに開口した溝が形成されているとともに、前
記溝の対向する内側面に係合部が形成されており、
　前記上基材の前記連結用縦辺部は、前記下基材の前記溝に挿入可能であり、かつ、両側
面に前記係合部に係合可能な被係合部を備えている、
  請求項１１または１２に記載の見切り材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床材等の周囲部材で囲まれた畳敷設領域内に、複数の定型畳である縁無薄畳
からなる畳群を敷設する畳敷設方法およびこの方法に用いる見切り材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前記畳敷設領域内に、前記畳群を敷設する場合、躯体側である床材を敷設施工してから
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畳群を敷設しているのが一般である。かかる場合、床材が畳敷設領域を残してその周囲に
先に施工され、最終的にその畳敷設領域に畳群を敷設するようになっている。この場合、
畳群の敷設が最終工程となるのは、床材の施工前に畳群が敷設されていたのでは、施工業
者により畳群が汚されてしまう虞があり、また施工業者も畳群が汚れないように床材を施
工する必要があり、施工が難しくなる、などの理由による。なお、縁無薄畳を畳敷設領域
に敷設する方法の一例が特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－９８７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の畳敷設方法では、畳群の敷設が最終工程であるために、床材の施工誤差により、
畳敷設領域が狭すぎることがあり、かかる場合には、畳群を敷設できない。こうした場合
には、畳群の一部を切り取って畳敷設領域に畳群を敷設したり、あるいは再度、畳群を作
成したりする必要があるなど、畳群の敷設や再作成に手間と費用とがかかるという課題が
あった。
【０００５】
　本発明は、このような実情に着目してなされたものであって、床材の施工に施工業者が
畳群の汚れ等に気遣いする必要がなく、また、床材等の周囲部材の施工誤差が起こりにく
くして、畳群の再作成の必要がなく、畳群を畳敷設領域に敷設することができる畳敷設方
法およびこの方法に用いる見切り材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明に係る畳敷設方法は、少なくとも第１ないし第４の周囲部材で周囲が囲ま
れる畳敷設領域に、複数の縁無薄畳からなる畳群を敷設する畳敷設方法であって、少なく
とも前記第１の周囲部材の直線状の一辺を基準辺となし、該基準辺に養生シート付きの畳
群の任意の一辺を沿わせて当該畳群を配置する第１の工程と、前記第１の周囲部材と対向
する第２の周囲部材を、前記畳群を間にして前記第１の周囲部材方向に押し込む第２の工
程と、前記第１および第２の周囲部材それぞれに隣接する第３および第４の周囲部材を、
前記畳群を間にして相対的に相手側の周囲部材に押し込む第３の工程と、前記畳群から前
記養生シートを剥離する第４の工程と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　なお、前記畳敷設領域の平面視形状は、一般には、正方形や長方形等であり、特に限定
されず、また、前記畳敷設領域の周囲に配置する周囲部材の施工数も前記４つに限定され
ず、畳敷設領域の形状や寸法等に応じて決定されるものである。
【０００８】
　また、養生シートは、シート状、フィルム状、等、その名称に限定されるものではない
。
【０００９】
　また、養生シートは、その材質に、特に限定されるものではない。
【００１０】
　また、前記畳群を構成する縁無薄畳の枚数は特に限定されず、畳敷設領域の面積に応じ
て２枚以上の複数であればよく、例えば、２枚、３枚、４枚、６枚、８枚、９枚、等何枚
でもよい。
【００１１】
　本発明の畳敷設方法によると、第１ないし第４の周囲部材の施工が、養生シート付きの
畳群が敷設された状態で行われるので、周囲部材の施工誤差が起こりにくく、また、畳群
の敷設エリアは確保される。したがって、本発明によれば、従来のように周囲部材の施工
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誤差により畳敷設領域に畳群が敷設できなくなるようなことがなくなり、したがって、従
来のように周囲部材の施工誤差により畳群を再作成するようなことがないので、無駄な費
用を大きく削減することができるようになった。また、施工業者にとっても、畳群が敷設
された状態で周囲部材を施工しても、当該畳群は、養生シートで保護されているので、施
工が容易となるという効果がある。
【００１２】
　本発明の畳敷設方法において、好ましい実施態様は、前記第１の工程が、前記第１の周
囲部材の直線状の一辺を第１の基準辺とすると共に前記第１の周囲部材に隣接する第３の
周囲部材の直線状の一辺を第２の基準辺となし、前記両第１、第２の周囲部材を直角に隣
接配置した状態にして前記両基準辺に養生シート付きの畳群の任意の隣接する二辺を沿わ
せて当該畳群を配置する工程である。
【００１３】
　この実施態様によれば、第１、第３の周囲部材それぞれの一辺が基準辺とすることがで
きるので、畳群の敷設作業をより簡素化することができる。
【００１４】
　本発明の畳敷設方法において、好ましい実施態様は、前記第１ないし第３の工程で、前
記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装する。
【００１５】
　この実施態様によれば、前記各周囲部材と前記畳群との間の隙間をより効果的に無くす
ことができる。
【００１６】
　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、前記第１ないし第３の工程で
は、前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材の下基材を介装する。
【００１７】
　この実施態様によれば、各周囲部材と前記畳群との間に見切り材の下基材を介装するこ
とで前記各周囲部材と前記畳群との間の隙間をより効果的に無くすことができる。
【００１８】
　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、前記下基材を、座部と、前記
座部の一端から起立された縦辺部とを略Ｌ形状をなしたものとし、前記縦辺部を前記各周
囲部材と前記畳群との間に介装すると共に、前記座部を前記畳群と床下地との間に介装す
る。
【００１９】
　この実施態様によれば、簡素な構成で、各周囲部材と前記畳群との間に見切り材の下基
材を介装することで前記各周囲部材と前記畳群との間の隙間をより効果的に無くすことが
できる。
【００２０】
　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、
　前記第１ないし第３の工程が、前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装する
工程であり、
　前記見切り材が、下基材と、上基材とからなり、
　前記下基材は、一端側が前記畳群方向に水平に延びる座部と、前記座部の他端側から垂
直に起立された支持用縦辺部とを備えたものであり、
　前記上基材は、水平に張り出した張出し部と、前記張出し部から略垂直下方に延出され
た連結用縦辺部とを備えたものであり、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に前記見切り材を介装するに際しては、
　前記下基材の前記支持用縦辺部を前記各周囲部材と前記畳群との間に介装すると共に、
前記座部を前記畳群と床下地との間に介装する一方、
　前記上基材の前記連結用縦辺部を前記下基材の前記支持用縦辺部に連結すると共に、前
記上基材の前記張出し部により前記床材と前記畳群との隙間を隠す。
【００２１】
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　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、
　前記見切り材において、前記上基材の前記張出し部は、その両端部が前記周囲部材と前
記畳群との両方向に張り出しており、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装するに際しては、前記張出し部の両
端部を前記周囲部材と前記畳群との上面に跨らせることで、前記張出し部により前記周囲
部材と前記畳群との隙間を隠す。
【００２２】
　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、
　前記見切り材において、前記上基材の前記張出し部は、その一端側が前記周囲部材の方
向に張り出し、前記張出し部の他端側に、前記畳群の方向である水平方向から垂直下方向
へ曲線状に下方に垂れ下がる円弧部分と、前記円弧部分から垂直下方に延びる垂直部分と
からなる外装用縦辺部が形成され、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装して、前記外装用縦辺部の垂直部分
の外側面と、前記下基材の前記支持用縦辺部の外側面とが垂直方向において略一致させる
と共に、前記上基材の前記外装用縦辺部の円弧部分を前記畳群の端部に対応させる。
【００２３】
　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、
　前記見切り材において、前記下基材の前記座部の一端側に切欠きを設けると共に、前記
座部の前記一端側に、当該切欠きよりさらに前記水平一方向に、少なくとも前記床材と前
記見切り材との間の隙間に介装されるスペーサに相当する長さ相当分で延長された延長部
分を設け、
　前記各周囲部材と前記畳群との間に見切り材を介装し、前記床材と前記見切り材との間
の隙間に対して、前記見切り材を前記切欠きのところで切断した前記延長部分をスペーサ
として介装する。
【００２４】
　本発明の畳敷設方法において、より好ましい実施態様は、前記周囲部材が床材である。
【００２５】
　（２）本発明に係る見切り材は、下基材と上基材とからなり、
　前記下基材は、一端側が水平一方向に延びる座部と、前記座部の他端側から垂直に起立
された支持用縦辺部とを有し、
　前記上基材は、一端側が前記周囲部材の方向である水平一方向に張り出した張出し部と
、前記張出し部の他端側から垂直下方に延出された連結用縦辺部とで逆略Ｌ形になってい
ると共に、前記張出し部の他端側に前記畳群方向である水平一方向から垂直下方向へ曲線
状に下方に垂れ下がる円弧部分と、前記円弧部分から垂直下方に延びる垂直部分とからな
る外装用縦辺部と有し、
　前記下基材と前記上基材は、前記下基材の前記支持用縦辺部と、前記上基材の前記連結
用縦辺部とが連結可能となっていると共に、前記見切り材を前記床材と前記畳群との間に
介装したとき、前記上基材の前記外装用縦辺部の円弧部分が、前記畳群の端部と対応する
、ことを特徴とする。
【００２６】
　本発明の見切り材において、好ましい実施態様は、
　前記下基材の前記座部の一端側に切欠きが形成されていると共に、前記座部の前記一端
側は、当該切欠きよりさらに前記水平一方向に、少なくとも前記床材と前記見切り材との
間の隙間に介装されるスペーサに相当する長さ相当分で延長された延長部分を有する。
【００２７】
　本発明の見切り材において、好ましい実施態様は、
　前記下基材の前記支持用縦辺部は、上向きに開口した溝が形成されているとともに、前
記溝の対向する内側面に係合部が形成されており、
　前記上基材の前記連結用縦辺部は、前記下基材の前記溝に挿入可能であり、かつ、両側
面に前記係合部に係合可能な被係合部を備えている。
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【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、畳敷設領域に予め畳群を敷設した状態でその周囲に床材等を施工する
ので、当該施工の誤差が起こりにくく、また、施工誤差があっても、畳敷きエリアに畳群
を敷き詰めることができる。その結果、本発明によれば、床材等の施工精度が低いために
、最終的に畳群の敷設ができないときに畳群の一部を切り取ったり、あるいは畳群を再作
成したりすることが必要でなくなり、これにより、床材等の施工誤差に起因していた無駄
な費用を大きく削減することができるようになった。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態１による畳敷設方法により、四周の床材で囲まれた畳敷設領域
に敷設された畳群を示す斜視図である。
【図２】図１におけるＸ-Ｘ線断面図である。
【図３】見切り材の分解斜視図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る畳敷設方法に用いる養生シート付き縁無薄畳の斜視図
である。
【図５】前記畳敷設方法の工程の説明に用いる平面図である。
【図６】前記畳敷設方法の次の工程の説明に用いる平面図である。
【図７】前記畳敷設方法の次の工程の説明に用いる平面図である。
【図８】前記畳敷設方法の次の工程の説明に用いる平面図である。
【図９】前記畳敷設方法の次の工程の説明に用いる平面図である。
【図１０】本発明の実施形態２に係る畳敷設方法の工程の説明に用いる平面図である。
【図１１】本発明の実施形態２に係る畳敷設方法の次の工程の説明に用いる平面図である
。
【図１２】本発明の実施形態１，２において、実施形態１，２の見切り材とは別の第２見
切り材を用いた場合の畳群が敷設された畳敷設領域の一部を拡大して示す斜視図である。
【図１３（ａ）】図１２のＸ－Ｘ線の断面図である。
【図１３（ｂ）】前記第２見切り材の斜視図である。
【図１４（ａ）】さらに別の第３見切り材の側面図である。
【図１４（ｂ）】前記第３見切り材の斜視図である。
【図１５】図１４（ａ）の第３見切り材において、下基材の座部のスペーサ相当部分とな
る延長部分を切欠きから切断した第３見切り材の断面図である。
【図１６】本発明の実施形態１，２において、第３見切り材を用いた場合の畳敷設領域の
一部の斜視図である。
【図１７】図１6のＸ－Ｘ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００３１】
　（実施形態１）
　図１に、本実施形態１の畳敷設方法により、床下地に躯体側としての第１～第４の床材
（周囲部材）１ａ～１ｄが施工され、これら４つの床材１ａ～１ｄで四周を囲まれた畳敷
設領域に４枚の縁無薄畳２からなる畳群２Ａが敷設されている。床材１ａ～１ｄと畳群２
Ａとの間には見切り材３が介装されている。
【００３２】
　図２および図３を参照して見切り材３を説明する。図２は、図１におけるＸ-Ｘ線断面
図であり、図３は、見切り材の分解斜視図である。
【００３３】
　見切り材３は、床下地４の上に設置固定される、断面形状略Ｌ字形が下基材５と、これ
に連結される断面形状Ｔ字形の上基材６と、からなる。下基材５と上基材６それぞれは、
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湾曲変形が可能な樹脂材を押出し成型して構成されており、成型された長尺の原材を所望
の長さに切断して使用される。
【００３４】
　下基材５は、幅広で薄い座部５ａと、その一端から起立された支持用縦辺部５ｂとで略
Ｌ形になっており、その支持用縦辺部５ｂには、上向きに開口した溝７が基材全長に亘っ
て形成されるとともに、溝７の対向する内側面には、上下方向に一定の小ピッチで複数の
鋸歯状の小突起８が基材全長に亘って形成されている。
【００３５】
　上基材６は、水平両方向に幅１０数ｍｍ程度の幅で張り出した張出し部６ａと、張出し
部６ａの幅中央から下方に延出された連結用縦辺部６ｂとを備えており、その連結用縦辺
部６ｂが下基材５の前記溝７に挿入可能な厚さに形成されるとともに、連結用縦辺部６ｂ
の両側面にも、前記小突条８と同じピッチで複数の鋸歯状の小突起９が上基材全長に亘っ
て形成されている。
【００３６】
　この見切り材３においては、上基材６の連結用縦辺部６ｂを下基材５の支持用縦辺部５
ｂの溝７に上方から圧入することで、連結用縦辺部６ｂの小突起９が支持用縦辺部５ｂの
小突起８に係合して、下基材５に対する上基材６の上方への抜け出しが阻止された状態で
下基材５に上基材６を連結支持することができるようになっている。また、連結用縦辺部
６ｂの溝７への押し込み量を変更することで、見切り材３の全体高さを、小突起８，９の
ピッチで調節可能となっている。
【００３７】
　以下、本実施形態１の畳敷設方法を図４～図９を参照しながら説明する。尚、図５以降
では床下地４の図示を略している。
【００３８】
　図４に示すように、縁無薄畳２は、芯板材を畳表でくるみ、床材２と同じ厚さ（１０数
ｍｍ）の縁無しに形成された薄い板畳であり、床材２の施工中は、その表面および四周辺
が養生シートｓで被覆保護された状態で施工現場に搬入される。
【００３９】
　第１の工程では、図５に示すように、第１の床材１ａが設置されて床下地４に固定する
。この固定方法は、周知であり、その説明を略する。
【００４０】
　第１の床材１ａの一辺１ａ１は図中の矢印Ａ方向に直線状であり、その後の工程におい
て、他の床材１ｂ～１ｄや畳群２Ａの敷設の基準辺１ａ１となる。
【００４１】
　そして、第１の床材１ａの基準辺１ａ１に、見切り材３の略Ｌ形の下基材５を介装して
、養生シートｓ付きの縁無薄畳２を４枚正方形に並べてなる畳群２Ａの一辺２Ａ１を沿わ
せた状態で畳群２Ａを畳敷設領域に配置する。この場合、下基材５の支持用縦辺部５ｂが
第１の床材１ａと畳群２Ａとの間に介装され、下基材５の座部５ａは破線で示すように畳
群２Ａと床下地４との間に介装される。なお、見切り材３の符号は以下の説明ではいずれ
も同一の符号としている。また、以下の工程では、見切り材３は第１の工程と同様にして
、他の床材１ｂ～１ｄと畳群２Ａとの間に介装されるのであるが、上基材６が下基材５に
装着されていないので、座部５ａと支持用縦辺部５ｂと含めて、図中の符号としては３（
５）で示している。
【００４２】
　次に、第２の工程では、図６に示すように、前記畳敷設領域において、畳群２Ａの一辺
２Ａ２に前述と同様にして見切り材３の下基材５を介装した状態で、第１の床材１ａと対
向する位置に施工される第２の床材１ｂの一辺１ｂ１を、畳群２Ａの一辺２Ａ２に宛がっ
た状態で、第２の床材１ｂを図中の矢印Ｂ方向すなわち第１の床材１ａ方向に畳群２Ａと
第２の床材１ｂとの間に隙間が発生しないようにして押し込む。この押し込みが完了した
状態で第２の床材１ｂを床下地４に固定する。
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【００４３】
　次に、第３の工程では、図７に示すように、前記畳敷設領域において、畳群２Ａの一辺
２Ａ３，この一辺２Ａ３と対向する一辺２Ａ４それぞれに見切り材３の下基材５を介装し
た状態で、第１、第２の床材１ａ，１ｂそれぞれに隣接する第３、第４の床材１ｃ，１ｄ
それぞれの一辺１ｃ１，１ｄ１を畳群２Ａの一辺２Ａ３，２Ａ４それぞれに宛がった状態
で、第３、第４の床材１ｃ，１ｄそれぞれを相対的に互いの方向（図中の矢印Ｃ、Ｄ方向
）に前記第２の工程と同様に押し込む。この押し込みが完了した状態で第３、第４の床材
１ｃ，１ｄそれぞれを床下地４に固定する。
【００４４】
　次に、第４の工程では、図８に示すように、第１～第４の床材１ａ～１ｄを床下地４に
固定してあるので、この固定状態で、畳群２Ａから養生シートｓを剥離することにより、
図１のように畳敷設領域への畳群２Ａの敷設が完了する。
【００４５】
　なお、図９に示すように、必要に応じて、見切り材３の下基材５に対して上基材６を組
み付けてもよい。この組み付け状態は符号３（６）で示す。この組み付け状態では、上基
材６の張り出し部６ａが、床材１ａ～１ｄと畳群２Ａとの上面に跨るので、床材１ａ～１
ｄと畳群２Ａとの隙間が隠される。また、この上基材６を組み付けずに、図示略のスペー
サを第１～第４の床材１ａ～１ｄと畳群２Ａとの間の隙間に介装してもよい。
【００４６】
　こうして、本実施形態１では、床材１ａ～１ｄの施工時には、畳群２Ａには養生シート
ｓが貼付されているので、施工業者は畳群２Ａの汚れに気遣いする必要なく、床材１ａ～
１ｄの施工が可能となり、施工を行ない易い。また、畳群２Ａが敷設された状態で床材１
ａ～１ｄの施工を行うので、当該床材１ａ～１ｄの施工誤差は起こりにくく、また、畳群
２Ａが敷設された状態で床材１ａ～１ｄの施工が行われるので、畳敷設領域は予め確保さ
れており、従来のように床材１ａ～１ｄの施工後に施工誤差で畳敷設領域が狭すぎて、畳
群２Ａが敷設できなくなるようなことがない。このため、床材１ａ～１ｄの施工後に畳敷
設領域が狭すぎたために畳群２Ａの一部切り取りとか、畳群２Ａの再度の作成といった手
間や費用を削減することができる。
【００４７】
　（実施形態２）
　実施形態１では、第１の床材１ａの一辺１ａ１のみが基準辺となっているが、実施形態
２では、図１０に示すように、第１の床材１ａの一辺１ａ１を第１の基準辺１ａ１とし、
これに隣接する第３の床材１ｃの一辺１ｃ１を直線状の第２の基準辺１ｃ１とし、かつ、
第１の床材１ａと第３の床材１ｃとを直角に配置する。この状態で第１の床材１ａと、第
３の床材１ｃとを床下地４に固定する。
【００４８】
　そして、第１の床材１ａの第１の基準辺１ａ１と、第３の床材１ｃの第２の基準辺１ｃ
１それぞれに見切り材３の下基材５を介装したうえで、養生シートｓ付きの畳群２Ａの一
辺２Ａ１，２Ａ３を沿わせ、その後、第２の床材１ｂを二点仮想線で示すように畳群２Ａ
の一辺２Ａ２に宛がわせた状態で、前記と同様に第１の床材１ａ方向に押し込み、この押
し込みが完了すると、第２の床材１ｂを固定する。
【００４９】
　次いで、図１１に示すように、見切り材３の下基材５を畳群２Ａの一辺２Ａ４に介装し
た状態で、第４の床材１ｄを二点仮想線で示すように畳群２Ａの一辺２Ａ４に宛がわせた
状態で、前記と同様に第４の床材１ｄを第３の床材１ｃ方向に押し込み、この押し込みが
終了すると、第４の床材１ｄを床下地４に固定する。
【００５０】
　以上により、床材１ａ～１ｄの施工が終了すると、畳群２Ａから養生シートｓを図８と
同様に剥離すると、図１と同様に畳敷きエリアへの畳群２Ａの敷設が完了する。
【００５１】
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　実施形態２によれば、第１、第３の床材１ａ，１ｃそれぞれの一辺が基準辺となるので
、畳群２Ａの敷設作業が実施形態１よりも簡素化する。
【００５２】
　なお、実施形態１では、躯体として第１の床材１ａに代えて壁等であってもよいし、ま
た、実施形態２では、躯体として第１、第３の床材１ａ，１ｃに代えて壁等であってもよ
い。
【００５３】
　図１２および図１３を参照して、本発明の実施形態１，２において、実施形態１，２の
見切り材３とは別の第２見切り材３Ａを用いた場合を説明する。図１２は、図１と同様に
床材１ａ～１ｄと畳群２Ａとの間に見切り材３Ａを介装した状態の一部拡大図である。図
１３（ａ）は第２見切り材の側面図、図１３（ｂ）は第２見切り材の斜視図である。第２
見切り材３Ａは、図１３（ａ）、図１３（ｂ）に示すように、断面形状が略Ｌ字形である
下基材５１と、これに連結される断面形状が逆略Ｌ字形の上基材６１と、からなる。下基
材５１と上基材６１それぞれは、湾曲変形が可能な樹脂材を押出し成型して構成されてお
り、成型された長尺の原材を所望の長さに切断して使用される。
【００５４】
　下基材５１は、畳群２Ａ下面に設置させるため、一端側が畳群２Ａ方向である水平一方
向にかつ幅広で薄い形状に延びた座部５１ａと、座部５１ａの他端側から垂直に起立され
た支持用縦辺部５１ｂとで略Ｌ形になっている。支持用縦辺部５１ｂには、上向きに開口
した溝５１ｃが基材全長に亘って形成されるとともに、溝５１ｃの対向する内側面には、
上下方向に係合部として一定の小ピッチで複数の鋸歯状の小突起５１ｄが基材全長に亘っ
て形成されている。
【００５５】
　上基材６１は、下基材５１と連結されたときに、一端側が床材１ａ～１ｄの上面に向け
て水平他方向に張り出す張出し部６１ａと、張出し部６１ａの他端側から垂直下方に延出
された連結用縦辺部６１ｂとで逆略Ｌ形になっている。連結用縦辺部６１ｂは、下基材５
１の前記溝５１ｃに挿入可能な厚さに形成されるとともに、連結用縦辺部６１ｂの両側面
には、前記小突条５１ｄと同じピッチで複数の鋸歯状の小突起６１ｃが被係合部として上
基材６１の全長に亘って形成されている。
【００５６】
　さらに、上基材６１は、張出し部６１ａの他端側に畳群２Ａ方向である水平一方向から
垂直下方向へ曲線状、好ましくは、円弧状（１／４の円）に下方に垂れ下がる円弧部分６
１ｄ１と、円弧部分６１ｄ１から垂直下方に延びる垂直部分６１ｄ２とからなる外装用縦
辺部６１ｄが形成されている。外装用縦辺部６１ｄの垂直部分６１ｄ２の外側面と、下基
材５１の支持用縦辺部５１ｂの外側面とは、垂直方向において一致している。
【００５７】
　第２見切り材３Ａにおいては、上基材６１の連結用縦辺部６１ｂを下基材５１の支持用
縦辺部５１ｂの溝５１ｃに上方から圧入することで、連結用縦辺部６１ｂの小突起６１ｃ
が支持用縦辺部５１ｂの小突起５１ｄに係合して、下基材５１に対する上基材６１の上方
への抜け出しが阻止された状態で下基材５１に上基材６１を連結支持することができるよ
うになっている。
【００５８】
　そして、第２見切り材３Ａを図１２に示すように、床材１ａ～１ｄと畳群２Ａとの間に
介装すると、上基材６１の外装用縦辺部６１ｄの円弧部分６１ｄ１の形状が、畳群２Ａの
端部の形状とが適合して、縁無薄畳２の端部の丸み形状の外観が第２見切り材３Ａにより
阻害されずに済み、畳敷設領域で快適にすごしやすくなる。
【００５９】
　また、上基材６１の外装用縦辺部６１ｄの円弧部分６１ｄ１の形状が丸みを有するので
、上基材６１により畳敷設領域にいる人が引っ掛かるようなことがなくなり、その点から
も畳敷設領域で快適に居住することができる。
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【００６０】
　さらに、上基材６１の外装用縦辺部６１ｄの円弧部分６１ｄ１の形状が、畳群２Ａの端
部の形状と適合するので、畳敷設領域で畳群２Ａに着座したりしても、床材１ａ～１ｄと
隣接する畳群２Ａにおいて、床材１ａ～１ｄと縁無薄畳２とこれに隣接する縁無薄畳２と
の間に生じる影の見栄えが自然となって、第２見切り材３Ａによる違和感がなくなり、縁
無薄畳２が敷設された畳敷設領域で快適に居住することができる。
【００６１】
　さらに、床材１ａ～１ｄと畳群２Ａとの間に第２見切り材３Ａを介装し、床材１ａ～１
ｄと見切り材３Ａとの間に、隙間無くしのためのスペーサを介装しても、そのスペーサは
、上基材６１の張出し部６１ａにより、隠されるので、スペーサを介装しても、見栄えが
低下することがなくなり、縁無薄畳２が敷設された畳敷設領域で快適に居住することがで
きる、という効果を発揮することができる。
【００６２】
　図１４（ａ）、図１４（ｂ）を参照して、本発明の実施形態１，２において、実施形態
１，２の見切り材３とはさらに別の第３見切り材３Ｂを用いた場合を説明する。図１４（
ａ）は第３見切り材３Ｂの側面図、図１４（ｂ）は第３見切り材３Ｂの斜視図である。
【００６３】
　第３見切り材３Ｂは、図１４（ａ）、図１４（ｂ）に示すように、断面形状が略Ｌ字形
である下基材６１と、これに連結される断面形状が逆略Ｌ字形の上基材７１と、からなる
。
【００６４】
　下基材６１は、一端側が畳群方向である水平一方向にかつ幅広で薄い形状に延びた座部
６１ａと、座部６１ａの他端側から垂直に起立された支持用縦辺部６１ｂとで略Ｌ形にな
っている。支持用縦辺部６１ｂには、上向きに開口した溝６１ｃが基材全長に亘って形成
されるとともに、溝６１ｃの対向する内側面には、上下方向に係合部として一定の小ピッ
チで複数の鋸歯状の小突起６１ｄが基材全長に亘って形成されている。
【００６５】
　上基材７１は、下基材６１と連結されたときに、一端側が床材の上面に向けて水平他方
向に張り出す張出し部７１ａと、張出し部７１ａの他端側から垂直下方に延出された連結
用縦辺部７１ｂとで逆略Ｌ形になっている。連結用縦辺部７１ｂは、下基材６１の前記溝
６１ｃに挿入可能な厚さに形成されるとともに、連結用縦辺部７１ｂの両側面には、前記
小突条６１ｄと同じピッチで複数の鋸歯状の小突起７１ｃが被係合部として上基材７１の
全長に亘って形成されている。
【００６６】
　さらに、上基材７１は、張出し部７１ａの他端側に畳群方向である水平一方向から垂直
下方向へ曲線状、好ましくは、円弧状（１／４の円）に下方に垂れ下がる円弧部分７１ｄ
１と、円弧部分７１ｄ１から垂直下方に延びる垂直部分７１ｄ２とからなる外装用縦辺部
７１ｄが形成されている。外装用縦辺部７１ｄの垂直部分７１ｄ２の外側面と、下基材６
１の支持用縦辺部６１ｂの外側面とは、垂直方向において一致している。
【００６７】
　第３見切り材３Ｂにおいては、第２見切り材３Ａと同様、上基材７１の連結用縦辺部７
１ｂを下基材６１の支持用縦辺部６１ｂの溝６１ｃに上方から圧入することで、連結用縦
辺部７１ｂの小突起７１ｃが支持用縦辺部６１ｂの小突起６１ｄに係合して、下基材６１
に対する上基材７１の上方への抜け出しが阻止された状態で下基材６１に上基材７１を連
結支持することができる。
【００６８】
　以上の第３見切り材３Ｂにおいては、下基材６１の座部６１ａの一端側に、切欠き６１
ｅが形成されており、切欠き６１ｅより前記一端側方向の端部６１ａ１は、図１５に示す
ように、スペーサ長さ相当分延長されている。
【００６９】
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　なお、前記スペーサ長さ相当分と、床材１ａ～１ｄの厚みとの比の値は、好ましくは、
０．６～１．０であり、さらに好ましくは、０．８～１．０である。
【００７０】
　そして、その延長部分６１ａ１は、後述するように切欠き６１ｅのところで切断されて
スペーサとして使用することができるようになっている。
【００７１】
　すなわち、床材１ａ～１ｄと畳群２Ａとの隙間に、第３見切り材３Ｂを介装すると共に
、その隙間を更に無くす必要があるときは、下基材６１の座部６１ａの一端側を切欠き６
１ｅのところで切断し、切断された延長部分６１ａ１をスペーサとして、図１６及び図１
７に示すように、下基材６１の支持用縦辺部６１ｂと床材１ａ～１ｄとの間に介装する。
【００７２】
　したがって、第３見切り材３Ｂによれば、床材１ａ～１ｄと見切り材３Ｂとの間の隙間
を更に無くすときは、該隙間に切断された延長部分６１ａ１をスペーサとして介装できる
ので、別途にスペーサを用意して介装する必要がなくなり、その分、施工コストが低減す
る。なお、この場合、上基材７１は下基材６１に取り付けられていないが、施工後に、取
り付けてもよい。
【００７３】
　なお、実施形態では、畳敷設領域として４枚の縁無薄畳２の組合せとしたが、縁無薄畳
２の組合せ枚数は、畳敷設領域に応じて決めることができ、４枚だけでなく、畳敷設領域
の面積に応じて２枚以上の複数であればよく、例えば、２枚、３枚、４枚、６枚、８枚、
４枚半、等何枚でもよい。
【符号の説明】
【００７４】
　１ａ～１ｄ　床材（周囲部材）
　２Ａ　      畳群
　３　        見切り材
  ３Ａ　      第２見切り材
  ３Ｂ　      第３見切り材
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